令和８年１２月２６日
関係各位
珠洲食祭実行委員会

委員長　　鍵主　哲
食祭 珠洲まるかじり「食のテント村」へのご出店について（ご案内）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当実行委員会では、珠洲の「食」をテーマに県内外に広く発信すると同時に郷土の食の豊かさを再認識する場を創出する冬のイベント『食祭 珠洲まるかじり』を令和８年２月２２日（日）に珠洲市飯田町の春日通り（珠洲市役所前の通り）において開催する運びとなりました。

また、今回は例年１月に道の駅すずなりで行われておりました「珠洲あんこう祭り」と同時開催となります。

つきましては、本イベント「食のテント村」コーナーでの飲食・物販の出店を募集いたしますので、何卒趣旨をご理解のうえ、ご出店くださいますようご案内致します。
記

　■開催日時　　　令和８年２月２２日（日）１０：００～１５：００

　■開催場所　　　珠洲市飯田町　春日通り（珠洲市役所前通り）
　■募集対象・出店料等について
	募集対象
	珠洲市以外の事業者

	募集期間
	令和８年１月１６日（金）まで

	基本出店料
	輪島市、能登町、穴水町の事業者等
　１コマ10,000円

	
	珠洲市外（地域指定なし）の事業者等
　１コマ30,000円


　■出店者説明会　出店にあたっての詳細事項の確認も含め、令和８年１月下旬に出店者説明会を予定しています。

出店申込みをいただいた方へは、改めてご案内致します。


【出店までの流れ】


①出店申込書に必要事項を記入し、郵送・ＦＡＸ・メールにてお申込みください。


②出店申込書が届いてから3営業日の間に、事務局より受付のお電話をさせていただきます。


　事務局から電話がない場合は、お手数ですが受付のご確認をお願いいたします。


③申込締切日から１週間以内に、当実行委員会から郵送で可否の連絡をさせていただきます。


④出店承認を受けられた方は、出店者説明会資料と「道路使用許可申請書（２枚）」が届きますので、指定期日までに「道路使用許可申請書（２枚）」に記名・押印してご返送ください。


　（ご送付がない場合は、出店の意思がないものと判断します。）





＜事務局＞珠洲食祭実行委員会


〒927-1295 珠洲市上戸町北方1-6-2　珠洲市観光交流課内


TEL.0768-82-7776　FAX.0768-82-5220








